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は じ め に

1992年 に 導 入 さ れ たPrivateFimncelinitiative(以 下,PF1と 略 記)は ,公

共 サ ー ビス の提 供 に 関す る官 民 の役 割 分 担 に一 大 変革 を もた ら した。 公 共 サ ー

ビス の提 供 に 関す る業 務 をす べ て政 府 が 行 って い た あ り方 か ら,政 府 の主 導 的

役 割 の 下で 民 間事 業 者 に公 共 サ ー ビス を提 供 させ るあ り方 へ と シフ トした ので

あ る。 しか し,こ う し た 官 民 の 役 割 分 担 はPFIプ ロ ジェ ク トの 個 別 分 野 に

よ って 多種 多 様 な形 態 を と り,そ れ ぞ れ の 形 態 に お け る官 民 の役 割 分 担 の実 態

を 分 析 しな い 限 り,PFIプ ロ ジ ェ ク トー 般 に お け る役 割 分 担 は 具 体 的 に 把 握

しえ な い。

本 稿 で は,医 療 分 野 に お け るPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トの 成 功 例 で あ る ダー ト

フ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トを官 民 の役 割 分 担 の 明 確 化 とい う観 点 か ら考

察 し,こ の プ ロ ジ ェ ク トがPFIの 総 体 的 な 展 開 に与 え た 影響 を 明 らか に す る

こ とを 課 題 と して い る。 本 稿 で ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トを 取 り

上 げ る の は,第1に イ ギ リス にお け る 医療 シ ステ ムが 元来 か らPFIの 諸 形 態

と共 通 性 を も って い るか らで あ る。 しか し、 よ り重 要 な 点 は.第2に,こ の プ

ロ ジ ェ ク トに お い て導 入 され た施 設 維 持 管 理 サ ー ビ ス(FacilityManagement

Service:以 下,FMサ ー ビス と略記)の 意 義 を 浮 き彫 り にす る た め で あ る。

FMサ ー ビス の 導 入 は ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トを成 功 に導 い た

だ け は な く,そ う した 個 別 プ ロ ジ ェ ク トの 枠 を越 え て 普 遍 的 なPFIの 普 及 に
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貢 献 した 。

な お,本 稿 に お け る ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジェ ク トの ケ ー ス ス タ

デ ィは,イ ギ リ ス会 計 監査 院(NatiollalAuditOffice:以 下,NAOと 略 記)

の 報 告 書Th8P冊(】o寵'羅 け 加 孟h8η8測D群 がb2ゼ`εn`1(揃8τ榔海4耀Ho5ρ1オαZl)

に依 拠 して い る 。本 報 告 書 は ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トにつ い て

詳細 な ケ ー ス ス タデ ィを 行 った もので あ り,同 プ ロ ジ ェ ク トに関 す る実 態研 究

の 一 定 到 達 点 で あ る と言 え る か らで あ る。 ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ

ク トに関 して言 え ば,こ のNAOの 報 告 書 の 水 準 を越 え てPFIの 実 態 に 迫 る

よ うな 議 論 や 研 究 は ほ と ん どな さ れ て い な い の が 現 状 で あ る。 と は い え,

NAOに よる報 告 書 は財 務 面 か ら見 た コス ト分析 に 比 重 が 置 か れ る とい う性 質

が あ るた め,同 報 告 書 で は ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トがPFI全 体

に与 え た 意 義 に つ い て の議 論 は乏 しい もの とな って い る。 本稿 で はNAOの

報 告 書 の こ う した 限 界 に留 意 しなが ら議 論 を 進 め て い きた い 。

lPFlの 諸 形 態 とPFI病 院 プ ロ ジ ェク ト

PFIと は,政 府の政策的主導によ り民間部門を活用 して社会資本を整備す

る手法である。PFIは メージャー政権の下で導 入され,ブ レァ政権によって

新たな段階へ と進展 した。 メージャー政権は,PFIス キームにおいては政府

は公共サーピス提供に関するより多 くの権限を民問部門へ と移譲すべ きである

と考えており,実 際にこうした理念の下でPFIの 導入と普及に取 り組んで き

た。 しか し,メ ージャー政権期にはPFIは ごくわずかの分野で しか普及 しな

かった。 これは同政権がPFIと いう手法の下で公共サー ビス提供 に関するど

のような権限をどのように移譲すべ きかについて具体的かつ明確な方針を確立

できていなかったことが主因である、、続 くブレア政権はこうしたメージャー政

権の教訓を活か して,PFIに おける官民の役割分担を明確にしようと試みた。

1)NAO.Th8P凹Co漉 耀ご`ノわプ疏e/28矧D`縦 ル'ガ`1'～4Gzζ ～㍑ 請`撚Hρ 功ノ如4H(」423,TheSta-

tiOIlery〔)ffice,Mayl999,
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つ ま り,全 て を 民 間部 門 に任 せ る ので は な く,政 府 に も依 然 と して優 れ た 部 分

が あ るの だ か ら,PFIに お い て も政 府 の 役 割 を 強 調 す る ス タ ン スを 打 ち 出 し

た の で あ る。 ブ レ ア 政 権 はPFIを 政 府 の 位 置 づ け を重 視 す る意 味 を 込 め て

PPP(PubllcPrivatePartnershil))と 置 き換 え,PFIに お け る官 民 の役 割 分 担

を明 確 に した 。 こ う した プ レア政 権 のPFIに 対 す る政 策 運 営 ス タ ンス の 転換

は同 政 権 誕 生 以 降 のPFIの 本 格 的 な導 入 と普 及 に 決定 的 な影 響 を 及 ぼ しだ 〕。

PFIが 導 入 さ れ る背 景 とな っ た の は 次 の よ うな2つ の要 因 で あ る。 第1は,

財 政 赤 字 の 削 減 で あ る。 イギ リスは他 の先 進 諸 国 と同 様 に,国 民 経 済 の 足 枷 と

な っ て い る財 政 赤 字 に悩 ん で い た 。PFIが 導 入 され た1992年 の 財 政 状 況 は

1990年 初頭 か らの 景 気 後 退 の影 響 を 受 けて 財 政 赤 字 が357億 ポ ン ドに も達 して

いた 。 これ は前 年 比 で60%の 伸 び 率 を 示 して お り,財 政 赤 字 削 減 の 必 要 性 が 高

ま っ て い た3)。第2は,公 共 サ ー ビス の充 実 で あ る。80年 代 の サ ッチ ャー 政 権

に よ るい わ ゆ る 「小 さ な政 府 」 路 線 は公 共 サ ー ビス の削 減 と な って 現 れ たた め

に,サ ッチ ャー政 権 流 の 「小 さな 政 府 」路 線 に対 す る 国民 の反 感 は膨 れ あが っ

て い た。 そ のた め90年 代 にお い て は 公 共 サ ー ピス を充 実 させ る こ とが 主 要 な政

策]標 とな った 、、しか しなが ら,公 共 サ ー ビス を充 実 させ よ うとす れ ば,自 ず

とそ れ に見 合 う財 政 出 動 が 必 要 とな るが,当 時 の イ ギ リス財 政 に はそ れ を受 け

止 め るだ け の度 量 が 不 十 分 で あ った 。 メー ジ ャー政 権 は十 分 な公 共 サ ー ビ ス の

提 供 を実 現 す るた め に は厳 しい 財 政 制 約 の 中 で効 率 的 な社 会 資 本 整 備 を進 め て

い く こ とが 必 要 と判 断 し,こ の 取 り組 み の 中軸 に据 え られ た のが,民 間部 門 を

活 用 して杜 会 資 本 整 備 の効 率 化 を達 成 しよ う とす るPFIで あ った4}.

PFIプ ロ ジ ェ ク トで は,従 来 の よ う に政 府 が す べ て の 業 務 を 取 り仕 切 っ て

公 共 サ ー ビス を提 供 す るの で は な く,政 府 主 導 の下 で 民 間部 門 の資 金 と ノウ ハ

2)実 際に,PFIに 対する政府資本支出は1996年に11億ボンドであったが.1997年 には25億ポン

ドと14億 ポン ドもの増加を示 してい る,数 値は,翫 ω`ご配5嬬c"'8η'鰐4翫 晦αRψ ・鉱

Mω納2ωo参 照,、

3)数 値は,UKIV4∫'・畑'、4ぐ`・κ'寵,1997参照⇔

4)PFI導 入の背景 とその普及過程の詳細については,拙 稿 「イギリス行財政改革におけるPri・

vateFinanceInitiative導入の意義」『経済論叢』第171巻第2号.2003年2月 を参照されたい。
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ウを取 り入れながら公共サー ビスを提供す る。PFlプ ロジェクトと一口に

言っても,す べてのPFIプ ロジェク トが一様に同様の形態となっているわけ

ではない。PFIプ ロジェク トは政府の関与度合いによって次の3つ の形態に

大きく分類す ることがで きる。ただし,こ の分類はすべてのPF正 プロジェク

トが遵守すべき定型とい う位置づけではな く,PFIプ ロジェクトの多種多様

な形態を集約 したものである。

第1は,サ ー ビス購入型(servicesoldtothepub旦icsecter)で ある。 この

形態では,民 間事業者が公共サービスの提供に必要な施設設備を設計,資 金調

達,建 設,運 営,維 持管理する一方で,政 府はその施設設備か ら提供される公

共サービスの購入者 として民間事業者 に利用料金を支払 うことになる。政府は

公共サービスの直接提供者ではなく,こ れを民間事業者か ら調達する立場 とな

るのである。また.民 間事業者における事業 コス トの回収源は政府からの料金

支払いに限定されるため,政 府はこの料金支払いを媒介に民間事業者の統制を

行う、,つま り,施 設設備の状態が適正な水準を維持 していない場合には,政 府

は利用料金を減額 して支払 うかまたは全 く支払わない。 この形態は政府の関与

度合いがもっとも強度の形態であり,具 体的なプロジェクトとしては,本 稿で

以下に扱 う病院プロジェク トや道路プロジェクトなどがある。

第2は,独 立採算型(finandallyfree-standingprojects)で ある。政府か ら

事業を委託された民間事業者が施設設備の直接の利用者から料金を徴収するこ

とによって公共サービスを提供 してい くタイプである,,民間事業者は施設設備

の設計,資 金調達,建 設,運 営,維 持管理を行い,利 用者数及び単価料金設定

に応 じて収入を獲得する。この形態では,民 間事業者は原則 として自らの責任

において事業を運営し,政 府の資金手に援助に依存することなく自力で独立採

算の軌道に乗せてい くことが求められている。政府側の関与度合いはプロジェ

クトの計画,許 認可,法 的手続 きの実施などに限定されてお り,民 間事業者と

の距離関係は もっとも離れた形態 となっている、,有料橋 プロジェクトや博物館

プロジェク トなどがこの形態の代表例 となっている。
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第3は,ジ ョイン ト・ベ ンチャー型(jointventures)で ある。 これは比較

的大規模なPFIプ ロジェクトを官民共同によって遂行する形態である。この

形態では,官 民双方の資金によって施設設備の設計,建 設を行 うが,運 営,維

持管理については政府は関与せずに民間事業者が責任を負 うことになる。事業

コス トの回収は施設設備利用者からの料金収入によってなされるが,も とより

料金収入のみでは採算のとれないプロジェクトがこの形態の対象 となっている

ため,政 府からの資金的支援がなされる。この場合,政 府が拠出する資金は大

規模 プロジェクトが生み出す社会的便益部分についての対価 という意味付けを

なされ,採 算のとれない社会的便益へ貢献するために政府は出資金,補 助金,

政府融資などを行 う。鉄道プロジェク トや路面電車プロジェクトなどが この形

態に分類される。

以上のようなPFIプ ロジェクトの3つ の形態のうち,PFIの 基本理念を体

現 しているのは第1の サービス購入型である5)。このサービス購入型PFIプ ロ

ジェクトの下では,公 共サービスの提供に関する官民の役割分担に歴然 とした

変化が生じている。公共サービスを提供する場合の従来の方式は,政 府が税収

を源泉 とす る財政資金で もって必要な社会資本を整備 し.こ れを用いて公共

サービスを国民に提供するものである、,ここでは公共サービスを享受する権利

を有する国民に対 して政府がそれを提供する責任を負 っていると同時に.国 民

に公共サーピスを提供する主体で もある。これに対 して,PFIの 場合は,政

5)そ の一 方で,第2,第3の 形態 はPFIプ ロジェ ク トの主流ではない。第2の 独立採 算型 は,

メージャー政権での全てを民間に移転する とい う考え方をそのまま表 した形態であ る。ただ し,

この独,、ン1採算型のPFIプ ロシェク トの実績 は少ない。 これは,公 共事業で は一般 に収 益性が低

く商業ベ ースに乗 りにくいため.独 立採算が可能 となるような事業が 少ないためであ る1、また,

そ もそ も独立採算が可能であ る公共事 業はすでに80年 代 のサ ッチャー政権 によ・、て民営化 されて

いる点 も独立採算型が少ない ことの大 きな要因 となっている。

第3の ジ ョイン ト・ベ ンチ ャー型 もまた契約締結 まで到達 した案件 はあ ま りない.こ の背景 に

は、政府が資金供給す る際の根拠 となる社会的便益 に関す る算定が明確化で きない とい う問題が

ある。PFIブ ロジェク トによ って生 じる様 々な収 益 の うちの どの程度が社 会的便益 に属す るか

どうか,政 府 による資金的支援 が社会的便益 に反映 され るか どうか.と い うような権利調 整に多

くの時間 とコス トが必要 とな り.民 間事業者 を躊躇 させ る要 囚となってい る。 また政府の側で も,

どのような社会的便益が生 じるか明確 ではないプ ロジェク トに対して,財 政資金 を供給す る根拠

付 けがで きないため,契 約の締 結前に頓挫 して しま うケースが多 くな ってい る。、
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府が主体 となって担っていた公共サービスを提供する業務は民間事業者に移譲

される。民問事業者に公共サービスの提供を委託することで,民 問事業者のノ

ウハウや資金を活用 して社会資本整備の効率化を達成 しようとしている.そ の

一方で ,政 府は公共サービスを十分に国民に提供する責任は放棄していない。

民間事業者か ら国民に提供される公共サービスに対する料金は政府による支払

いに限定されているため,こ の料金支払いを媒介に政府は民間事業者に対する

統制を行いつつ,公 共サービスに関する責任を果たすのである。

本稿で扱 うダー トフォー ドPFI病 院はこうしたサービス購入型PFIプ ロ

ジェク トの医療分野における成功例の1つ である。本稿でPFIを 医療分野を

関連づける重要な要因は.イ ギリスにおける医療 システムとサービス購 入型

PFIブ ロジェク トとの共通性である。イギリスの医療 システムは1948年 に創

設された国民健康保険制度(NationalliealthService=以 下,NHSと 略記)

が国民に対 して原則無料の医療サービスを提供するものである。このシステム

の基盤は.各NHS病 院の運営主体であるNHSト ラス トが国民に医療サービ

スを提供し,医 療当局である保健省がその対価をNHSト ラス トに支払 うシス

テムである%こ の システムを医療サービスの責任主体 と提供主体の観点か ら

とらえると,国 民への医療サービスの提供責任を負 っているのは保健省である

が,保 健省は直接には医療サービスを提供せず,NHSト ラストが保健省に代

わって国民に医療サービスを提供 しているシステムであると言うことができる。

また,保 健省は医療サービスの提供主体であるNHSト ラス トを料金支払いを

通 じて統制してお り,Nlis下 ラス トの運営資金の獲得は保健省が政策立案し

た医療サービスに関する方針をNHSト ラス トがどの程度達成したかによって

左右される。このように,医 療サービスをめ ぐる責任主体 と提供主体の関係が,

サービス購入型PFIプ ロジェク トにおけるそれと共通 している。

6)NHSが こう したシ ステム となったには・サ ッチ ャー政権'ドの1990年 にエーシェ ンシー化 を経

験 して以降で ある。 それ まで は保健 省 とNHSト ラス トとは経営 的に切 り離されてお らず 、各

NHS病 院は保 健省 と一体 とな って医療サー ビスを提供 してい た。NHSの 全体 像 とその 変遷に

つ いての詳細 は,NHS,渦Hf5'・ πy夢 渥且rTheStati・neryOffice,1996.を 参照 のこと。
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しか し一 方 で,こ う した 医 療 シ ス テ ム とサ ー ビ ス購 入型PF1プ ロ ジ ェ ク ト

の 共 通 性 の み が ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 の成 功 へ と結 びつ い た ので は な い 。

医 療 サ ー ビス に関 す る責 任 と提 供 との分 担 関係 が 共 通 して い る とは い え,そ の

詳 細 な分 担 関 係 に 関 して は独 自 に設 定 しな けれ ば な ら な い か らで あ る,,NHS

で は,NHSト ラス トは 自 らの 病 院 に 関す る す べ て の 業 務 を担 当 して お り,医

療 サ ー ビスの 中核 で あ る臨 床 サ ー ビスか ら病 院 施 設 の 維 持 管 理 ま で がNHSト

ラス トの 業 務 で あ った 。 こ う した 業 務 をPFIプ ロ ジ ェ ク トに おい てNHSト

ラス トと保 健 省 との 関係 の イ メ ー ジでNHSト ラ ス トと民 間事 業 者 との 間で 分

担 す る場 合,ど こ まで をNHSト ラ ス トが 担 当 し,ど こか らを 民 問事 業 者 に任

せ る のか,と い う点 を具 体 的 に明 確 にす る必 要が あ る。

ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トは,医 療 サ ー ビス に お け る こ う した

役 割 分 担 の明 確 化 を,FMサ ー ビス を導 入 す る こ と に よ っ て達 成 した 。 言 い 換

えれ ば,FMサ ー ビ スの 導 入 に よ って,医 療 サ ー ビス に関 す る政 府 の責 任 領 域

を確 定 す る一 方 で.民 間事 業 者 を医 療 サ ー ビ スの提 供 に取 り込 む こ と に成 功 し

た の で あ る。 次 節 で は,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジェ ク トをFMサ ー ビ

ス の導 人 とい う観 点 か ら検 討 す る こ とで,こ の点 を 明 らか に したい 。

Ilダ ー トフ ォ ー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェク トとFMサ ー ビ ス

本 稿 で ケ ー ス ス タ デ ィの 対 象 とす る ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 は,正 式 に は

ダ ー ト フ ォ ー ド ・ ア ン ド ・ グ レ イ ブ シ ャ ム 緊 急 一 般 病 院(Dartfordand

GraveshamAcuteGeneralHos蔓)itaDと い う 名 称 で あ り,ダ ー ト フ ォ ー ド

(Dartford),グ レ イ ブ セ ン ド(Gravesend〉,ス ワ ン リ ー(Swanley)の3つ の

地 域 を カ バ ー す る 病 院 で あ る,、 こ れ ら の 地 域 は ダ ー トフ ォ ー ド ・グ レ イ ブ シ ャ

ムNHSト ラ ス ト(以 下,ダ ー トフ ォ ー ド ・ トラ ス トと 略 記)が 統 括 し て お り,

ダ ー ト フ ォ ー ドPF1病 院 も こ の ダ ー トフ ォ ー ド ・ ト ラ ス トが 運 営 し て い る7}。

元 来 こ の3つ の 地 域 で は,次 の3つ の 病 院 群 が 合 わ さ っ て1つ の 地 域 総 合 病

7〉NAO,ρ 身 ご菰、p.13、pam.1.4.
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院 と して 機 能 して い た8〕。1つ 目は,ダ ー トフ ォー ドに位 置 す る ジ ョイ ス ・グ

リー ン(JoyceGreen)病 院 で あ る。 こ の病 院 の 歴 史 は古 く,1904年 に 天 然 痘

病 院 と して 開設 され た。 以 来,こ の1世 紀 の 間 に次 々 に拡 張 され て,現 在 で は

ダー トフ ォー ド ・トラス トの本 部 機 能 が置 か れ る中核 病 院 とな ってい る。2つ

目 は,グ レ イ ブ セ ン ドに あ る グ レ イ ブ セ ン ド ・ア ン ド ・ノー ス ケ ン ト

(GravesendandNorthKent)病 院で あ る。 女 性 専 用 の総 合 医療 サ ー ビ ス を提

供 して お り,産 科 ・婦 人 科 を 主 要 業 務 とす る病 院 で あ る。3つ 目 は,ス ワ ン

リー の ウエ ス ト ・ヒル(WestHill)病 院 で あ り,一 般 外 来 部 門 を担 当 して い

る。

ダー トフ ォー ド ・トラス トは ジ ョイ ス ・グ リー ン病 院 を 中核 病 院 と し,他 の

2つ の 病 院,グ レ イブ セ ン ド ・ア ン ド ・ノ ー ス ケ ン ト病 院 と ウエ ス ト ・ヒル病

院 とを付 属 病 院 と して 位 置 づ け て い た%3病 院 は3つ で1つ の 病 院 と して機

能 して い な が ら も,ウ エ ス ト ・ヒル病 院 と ジ ョイ ス ・グ リー ン病 院 との 間 の距

離 は 約5キ ロ,グ レイ ブセ ン ド ・ア ン ド ・ノ ー ス ケ ン ト病 院 とジ ョイ ス ・グ

リー ン病 院 との 間 は 約15キ ロ とい う よ う に,そ れ ぞ れ は お 互 い に遠 距 離 に あ る

位 置 関 係 で あ っだ 。)。ダー トフ ォー ド ・ トラス トは こ う した 環 境 の 中で,臨 床

治 療 の 観 点 か らお 互 い の病 院相 互 の 間で 患 者 を移 転 ・移動,医 療 ス タ ッフの移

動 な どを行 わ な けれ ば な らな い とい う問 題 を抱 えて い た 。 さ ら に,こ れ らの病

院 の建 物 は老 朽 化 が 著 し く進行 して お り、 と りわ け ジ ョイ ス ・グ リー ン病 院 は

開設 後1世 紀 を経 た に もか か わ らず 本 格 的 な改 築 工 事 を経 験 して お らず,新 た

な病 院 施 設 が 必 要 とな って い だ ㌔

ダー トフ ォー ドφ6トラス トは,以 上 の よ う な事 情 か ら,3つ の 病 院 を統 合 し

て新 た な 病 院 を この地 域 に 設 置 す る に はPF1を 導 入す る こ とが 必 要 と判 断 し

8)森 下 正 之 ・吉 長 元 孝 ・小 林 暁 峯 ・立 岡 浩 『医 療 ・福 祉PFI』 日刊 工 業 新 聞 社,1999年,92-93

ペ ー ジ,

9)同 上 書 、,

10〉NAO、 ・μ 撮,1).13,Para。1.5.

11〉 必'`ま
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た121。これ は1995年5月 の こ とで あ る!3)。そ の 約2年 後 の1997年7月 に.ダ ー

トフ ォー ド ・ トラ ス トは ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トの 契 約 を 締 結

す るに至 った 。 プ ロ ジ ェ ク ト開 始 か ら2年 半 ほ どの26ヶ 月で 契 約 締 結 に こ ぎ着

け る とい う短 期 の プ ロセ スで あ った141。さ らに,契 約締 結 の 翌 月1997年8月 よ

り早 速,同 病 院 の 建 設 工 事 が 着 工 さ れ,2000年9月11日 に ダ ー トフ ォー ド

PFI病 院 は営 業 を 開 始 す る運 び とな った 。PFI方 式 で 新 病 院 を建 設 す る作 業

が 開始 され てか ら38ヶ 月で 完 成 して お り,こ れ は通 常 の財 政 資 金 を用 い た方 式

に よ る病 院建 設 の テ ンポの 平 均66ヶ 月 よ りも28ヶ 月 も早 期 の テ ンポで あ った1〔)。

ダー トフ ォー ドPFi病 院 に 関 す る取 り組 み はNHS設 置50年 来 の歴 史 上 初

め て の快 挙 と賞 賛 され てい る。 以 下 で は,こ う した評 価 を受 け る ダー トフ ォー

ドPFI病 院 の プ ロ ジ ェ ク ト内容 を確 認 してい きた い 。

ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジェ ク トに お い て 中核 とな る契 約 関 係 は,特

定 目 的 会 社(SpecialPurposeVehicleCompany16):以 下,SPVCと 略 記)と

ダー トフ ォー ド ・ トラ ス トとの 契 約 関係 で あ る。SPVCと はPFIプ ロ ジェ ク

1・達 成 の 手 段(vehicle)と して の 会 社 で あ り,PFIプ ロ ジ ェ ク トを遂 行 す る

た め に事 業 目 的 が 限 定 さ れ た事 業 孟 体 で あ る。 ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ

ジ ェ ク トに お け るSPVCは ペ ン ト ラ ン ド(Pentland)で あ り,こ れ は ヨー

ロ ッパ に お け る 大 手 建 設 会 社 タ ーマ ック(Tarmac)が 中 心 とな っ て 結 成 さ れ

た コ ン ソー シア ム に よ り設 立 さ れ た1㌔ ター マ γク は ダー トフ ォー ドPFI病

12)fδ'4.p.12,para.L2.な お,ダ ー トフ ォー ド ・ トラ ス トがPF1の 導 入 に 着 手 した の は,大 蔵

省 の 方針 に 従 っ た結 果で も あ る,、大 蔵 省 は1994隼11月 に ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス テ ィ ン グを実 行 し,

PFlで 行 う こ とが 示 され な い 限 り,各 省 庁 が 行 う公 共 プ ロ ジ ェ ク トに 財 政 資 金 を投 入 しな い と

い う方 針 を 示 し た。 こ れ に よ り各 省 庁 は す べ て の プ ロ ジ ェ ク トに 関 してPFIの 導 入 を 検 討 す る

こ とを 義 務 づ け ら れ.し た が っ て ダー トフ ォー ド ・1・ラ ス トも否 応 な しにPFIへ と進 ま ざ る を

え な か っ た と い う事 情 が あ った.

13)め 嵐 、P.57.

14)漉 記.P.48,pam.3.1、

15)'δ 配,P.21.para.1.22.

16)ア メ リ カ に お け るSpecialPurposeCompany(SPC)に 相 当 す る 。 両 者 の 意 味 内容 に 差 異 は な

い 些〕

17)NAO.op.ぐ",,p,5,para、2.
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院 プ ロ ジ ェ ク トに参 入決 定 後,不 採 算 部 門 で あ った建 材 製 造 部 門 を売 却 し,現

在 で はPFIプ ロ ジ ェ ク トに特 化 した 経 営 戦 略 を展 開 して い る'81。ター マ ッ ク

には す で にPFI刑 務 所 プ ロ ジ ェ ク トを手 が けた 実 績 が あ る量9)。

ペ ン トラ ン ドと ダー トフ ォー ド ・ トラ ス トとの 間 で締 結 さ れ た契 約 に よ っ て

要 請 され て い る事 業 内 容 は,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 に お い て ペ ン トラ ン ド

がFMサ ー ビス を提 供 す る こ とで あ る。FMサ ー ビス とは,建 物 施 設 お よ び

それ を取 り巻 く環境 を総 合 的 に企 画,運 営,管 理 す るた め に行 わ れ る管 理 維 持

活 動 で あ る2の。 伝 統 的 な施 設 管 理 で あ る営 繕 や 保 全 とい った 管 財 機 能 を超 え て,

建 物 施 設 を使 用 して い る事 業 体 が その 事 業 目的 が 達 成 で き る よ うに機 能 的 な施

設 管 理 サ ー ビ スを提 供 しよ う とす る もので あ る。

ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トに 関 す る 契 約 に お い て,ダ ー ト

フ ォー ド ・トラ ス トが ペ ン トラ ン ドか ら購 入 す るFMサ ー ビス は次 の7つ に

大 別 で き る21〉。

*建 物 施 設 の 維持 管 理

*建 物 施 設 内 の 清掃 ,窓 掃 除,害 虫 駆 除

*建 物 施 設 内 に お け る輸 送 ,運 搬,警 備

*リ ネ ン,ラ ン ドリー

*食 事 給 仕

*配 電,通 信

*建 物 施 設 外 の 警 備 ,駐 車場 管 理

ダー トフ ォー ド トラ ス トが担 当す る業 務 は大 き くは次 の2つ で あ る錐,。

*臨 床 サ ー ビス 全 般(診 療 ,看 護,そ れ ら に付 随 す る医 療 サ ー ビス な

18)

9

0

1

2

ー

ワ
臼

9
白

ワ
9

森 ド正之 ・小林暁 峯 ・吉長元孝 『実践 医療 ・福祉PFl』 日刊工業新 聞社,200」 年,44ペ ー

ジ1、

同上 書 。

FM推 進 連 緕協 議 会 編 『フ ァシ リテ ィ マ ネ ジ メ ン

13ペ ー ジ,r

NAO,o吟`鉱,p.21,Rguτe.3.

萢畝

1・・ガ イ ドブ ック』 日刊 工 業 新 聞 杜.1998年.
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ど)

*病 院事 業 の経 営 管 理 業 務(人 事.財 務,経 理,情 報 管 理 な ど)

ペ ン トラ ン ドは上 記 のFMサ ー ビ ス を ダ ー トフ ォー ド ・トラ ス トに 提 供 す

る こ と に よ って2種 類 の 携 帯 の料 金 支 払 い を受 け取 る231。第1は,可 用 性 支 払

い(availabilitypayment)で あ る。 これ は ダ ー トフ ォー ド ・ トラ ス トが 医 療

サ ー ビス を提 供 で きる よ うに病 院施 設 を使 用 可 能 な状 態 に維 持 す る業 務 に対 す

る支 払 い で あ る。 病 院施 設 が 使 用 可能 で あ る状 態 を維 持 して い る場 合 は,ペ ン

トラ ン ドは毎 月87.9万 ポ ン ドの料 金 支 払 い を受 け取 る こ とがで きる。 これ は基

本 的 には 固定 金額 で あ るが,毎 年 の小 売 物 価 指 数 を反 映 して変 動 す る。 第2は,

業 績 に基 づ く支 払 い(performancerelatedpayn・ent)で あ る。 ペ ン トラ ン ド

が 提 供 す る7分 野 のFMサ ー ビス に 対 して,各FMサ ー ビス ご との 品 質評 佃i

に基 づ い て 支 払 わ れ る 料 金 で あ る。 品 質 基 準 の95%以 上 の 評 価 点 でFMサ ー

ビス を提 供 した場 合,ペ ン トラ ン ドは毎 月44.1万 ポ ン ドの料 金 を受 け取 る こ と

が で き る。 ペ ン トラ ン ドが ダ ー トフ ォー ド ・ トラ ス トにFMサ ー ビス を提 供

す る こ とに よ って 得 られ る収 益 は,可 用 性 支 払 い と業 績 に基づ く支払 い との 合

計 で 毎 月132万 ポ ン ド,年 間 で は1584万 ポ ン ドと な る。 こ れ は ダー トフ ォー

ド ・ トラ ス トの1999会 計 年 度 に お け る予 算5913万 ポ ン ドの 約27%を 占 め て い る。

FMサ ー ビス の提 供 に対 す る2種 類 の 料 金 支 払 い で あ る 可用 性 支 払 い と業 績

に基 づ く支払 い は。SPVCで あ るペ ン トラ ン ドが提 供 す るFMサ ー ビス に対

す る ダー トフ ォー ド ・ トラス トか らの料 金支 払 い とい う観 点 か ら と らえ た場 合

に は同 質 の もの で あ る。 しか しなが ら,両 者 はそ れ ぞ れ次 の よ うな 異 な る性 質

を有 して い る。前 者 の 可 用性 支 払 い は伝 統 的 な施 設 管 理 に関 す る支払 い で あ り.

病 院 施 設 利用 に対 す る賃 貸 料 に相 当す る もので あ る。 可 用性 の評 価 は病 院施 設

を次 の3つ の 領域 に 分類 し,そ れ ぞ れ に対 して24時 間 ご と に行 わ れ て い る2の。

*臨 床 施設

23)'が4,Figure.4.

24)fゐ 左～1,P.62.
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救急治療室,一 般手術室 ・分娩室.集 中治療室,放 射線室,日 帰 り

手術室,一 般治療室,内 視鏡室.乳 児特別看護室

*看 護病棟施設

病棟,内 科診療室,外 科診療室,老 人病科診療室,整 形外科診療室,

産婦人科診療室,小 児科診療室

*薬 剤室 ・霊安室

薬剤室,霊 安室

ダー トフォー ド・トラス トは病院施設が利用可能な状態でない場合には,可

用性支払いにペナルティを課すことができる2%ペ ナルティは医療サービスの

提供に関する重要度を反映して臨床施設,看 護病棟施設,薬 剤室 ・霊安室の順

番に大きくなっている。例えば,臨 床施設に分類される病院施設において光熱

や下水道,空 調が正常に稼働 していない場合には,不 稼働時間が2時 間であれ

ば支払い金額は3分 の2に 減額され,8時 間以上であれば3分 の1に 減額され

る。これに対 して看護病棟施設や薬剤室 ・霊安室では,可 用性が達成されない

場合のペナルティはそれぞれ最大3分 の2と6分 の5へ の減額となっている。

また8時 問わたって3分 類の病院施設すべてが利用できない深刻な状態では,

可用性支払いの金額はゼロになるという厳 しい基準が設定されている。

一方,業 績に基づ く支払いはFMサ ービスの品質に対す る支払いである。

ダー トフォー ドPFI病 院プロジェク トに関す る契約におけるFMサ ービスの

運用 と仕様の要点をまとめると次のようになる261。

*計 画的予防メンテナンス

ダー トフォー ド・トラス トが医療サービス提供業務に支障を生 じな

いように,施 設設備を維持す るメンテナンス

*反 応型 メンテナンス

発生する故障や事故を緊急度合い別に分類 し,そ の修理 と復旧を行

25)繊4,P.6哉Figure.14.

26)必 ∫4,P.55.
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うためのメンテナンス

反応型メンテナンスにおける故障や事故は次の4つ に分類されている鋤。

*危 急事態

重大かつ即時に人の生命や安全に脅威を及ぼす故障や事故。

危急事態に対 しては直ちに対策にあたり,発 生報告を受けた後,少

なくとも30分以内に応急処置を行い,安 全性を確保する。その後,

速やかに恒久的な是正処置 を行 う。

*非 常緊急事態

すべての人に危険性または健康に害を及ぼす,も しくは患者の治療

や看護,そ の他病院運営に重大な影響を及ぼす故障や事故。

非常緊急事態に対 しては30分以内に対策にあた り,発 生報告を受け

た後,少 なくとも4時 間以内に応急処置を行い,安 全性を確保する。

その後,1日 以内に恒久的な是正措置を行 う。

*緊 急事態

患者の治療や看護,ま たはダー トフォー ド・トラス トが許容で きな

い重大な影響を及ぼす故障や事故。

緊急事態に対 しては4時 間以内に対策にあた り,1日 以内に応急処

置を行い,安 全性を確保する。その後,2日 以内に恒久的な是正措

置を行 う。

*日 常事態

上記以外の故障や事故。

日常事態に対 しては3口 以内に対策にあたり,1週 聞以内に恒久的

な是正措置を行う。

ペ ントランドによるFMサ ービスの提供に対 しては毎月業績評価が行われ,

その評価は次のような2つ の評価方法によって行われる。第1は ,一 般評価で

ある。ダー トフォー ドPFI病 院の各部門に合計45人 の責任者 とこれを統括す

27)'わ'4,p,56.
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る評価部局を設定 し,各 部 門における責任者がFMサ ー ビスについて アン

ケー トや苦情報告 というかたちで評価部局に報告す る。評価部局はこの報告に

基づいて病院施設全体におけるFMサ ービスの品質評価を行 う。第2は,特

定評価である。上述の評価当局が病院施設の中からランダムに評価対象区域を

選定 し,そ の区域におけるFMサ ービスの品質評価を行 う。ただし,こ の特

定評価 は一般評価 と重複 しないように行われる。前者の一・般評価はFMサ ー

ビス提供に対する業績に基づ く支払い金額の60箔 の割合を占め,後 者の特定評

価は残 りの40%を 占めている、1いずれに評価 も100ポ イン ト満点で95ボ イント

以上の採点を獲得することでペナルティ減額なしに料金支払金額の全額を受け

取ることがで きる。獲得ポイントが95ポ イント未満70ポ イント以上の場合には

ペナルティが課され,支 払い金額は減額される。減額される金額の程度は評価

採点が70ポ イントの場合で3割 という厳格な規定となっている。評価ポイント

が70ポ イン ト未満の場合は,ダ ー トフォ丁 ド・トラス トはペントランドとの契

約を一方的に破棄できる権限を有 している瑚。

FMサ ービスに対す る毎月の支払金額は上記の2つ の要素である可用性支払

いと業績に基づ く支払い とを加重平均 して決定される。 ダー トフォー ドPFI

病院が開業 して以来,ペ ントランドが提供す るFMサ ービスが不十分だとし

てダー トフォー ド・トラストがペナルティを課 したケースは次のようなものが

ある。ベ ン トランドがFMサ ービスの1つ であるポータリングサービスにお

いて患者を放射線検査室へ車椅子で運ぶサービスを規定の3分 以内に提供で き

ない状況が数 ヶ月にわたって継続的に発生 した。このケースにおいてはダー ト

フォー ド・トラス トは契約を破棄で きる権利を媒介にペン トランドに当該サー

ビスの改善を要求 した29)、,

ここで注目すべ き点は,ダ ー トフォー ドPFI病 院プロジェクトにおいて民

間事業者が担 う業務はあくまでFMサ ービスに限定されてお り.医 療サー ビ

28)∫6ゴ 鉱.p.66。

29)森r・ 小 林 ・吉 長,前 掲 書,49-51ペ ー ジ.
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ス は依 然 と して ダー トフ ォー ド ・ トラ ス トが 担 当 して い る 点で あ る 。 医療 分 野

に お け るPFI導 入 の 過 程 に お い て は医 療 サ ー ビス そ の もの へ の 導 入 は な され

ず,医 療 サ ー ビス の 周辺 サ ー ビス で あ るFMサ ー ビス に 限定 され た 。 つ ま り,

PF1の 病 院 分 野 へ の 導 入 はFMサ ー ビス の導 入 と深 く関 連 付 け られ る の で あ

る。 こ の背 景 と な った の は,NHS行 政部 と大 蔵省 との 間 のPFIに:お け る理 念

と医 療 サ ー ビス の位 置 づ け とを め ぐる対 立 関 係 で あ った 。次 節 で は ,こ の対 立

関 係 を トレー ス して み よ う。

mペ イ シ ェン ト ・チ ャ ー タ ーの 策 定 とFMサ ー ビスの 導 入

第1節 で 述 べ た よ う に,イ ギ リ ス の 医 療 シ ス テ ム は1948年 に 創 設 さ れ た

NHSを 中 軸 に 構 成 さ れ て い る。NHSの 理 念 は,す べ て の 国 民 に医 療 サ ー ビ

ス を均 一 か つ 無 料 で 提 供 す る こ とで あ った 。 しか し,こ の理 念 の前 に はNHS

創 設 直後 か ら深 刻 な 財 政 不 足 とい う現 実が 立 ち はだ か り,国 民 は 医 療 サ ー ビ ス

を受 け る機 会 を 十 分 に保 障 され て い る と は 言 え な い状 況 を生 み だ して い る。

NHSが 抱 え る最 大 の 課題 の 一 つ は,緊 急 を 要 さ な い 入 院 ・手 術 の 待 機 期 問 の

長 さで あ る。例 え ば,白 内障 の手 術 は9ヶ 月 待 ち,椎 間板 ヘ ル ニ ア の 手術 は1

年 半 待 ち とい う待 機 期 間 とな って お り,イ ギ リスで は この よ うな入 院 ・手術 の

待 機 患 者 が 常 時100万 人 以 上 い る と言 わ れ て い る。 待 機 患 者 の 多 くは 確 か に差

し迫 った生 命 の危 機 は ない が,順 番 を 待 つ 間 の彼 らの生 活 は著 し く困 難 な もの

に な ってい る⑳)。

こ う したNHSの 状 況 に対 す る 国民 の不 満 はNHS創 設 以 来 か ら続 い て お り
,

国 政 選 挙 で はNHS改 革 が 必 ず 取 り上 げ られ るほ どで あ る。 イギ リ スの 歴 代 政

権 はNHS改 革 に苦 心 して きた が,そ の 取 り組 み の 到達 点 の 一 つ とな った の が

95年 に 策定 さ れ た ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター(Patient'sChart(,r)で あ る
。 ベ

イ シェ ン ト ・チ ャー ター とは,医 療 当局 で あ る保 健 省 が 策 定 した もの で あ り
,

NHS病 院 か ら医 療 サ ー ビス を 受 け る国 民 に対 し,患 者 と して の 権利 を具 体 的

30)「 英 ・待機患者100万人,国 営医療 ・迫られる抜本改革」「読売新聞』2000年4月18日 付・
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に明 示 した もの で あ る、,メー ジ ャー 政 権 はペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター に先 立 っ

て,政 権 発 足 直後91年 に シテ ィズ ン 』チ ャー ター(Citizen'sCharter)を 策 定

して お り,こ こで は国民 が 公 共 サ ー ビス を受 け る権 利 が 提 示 さ れ た 。 シテ ィズ

ン ・チ ャー ター はそ の 後,各 省 庁 レベ ルで 具 体 化 され.各 分 野 にお け るチ ャー

ター が策 定 され て い る。 ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター と は保 健 省 が シテ ィズ ン ・

チ ャー ター を ベ ー ス に作 成 した もので あ る。

ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター で は,次 の よ うな こ とが提 示 され た3"。 まず,緊

急 を要 す る患 者 は18ヶ 月以 内 にNHS病 院 に よ る処 置 を受 け る こ とが 保 証 され

た.さ ら に,NHS病 院 で 一 般 的 な処 置 を受 け る場 合 は,26週 間 以 内 に 外 来 患

者 と して 処 置 を受 け る こ とが で き る。 また,患 者10人 の うち9人 は13週 間以 内

にNHS病 院 に お い て 医 療 サ ー ビ ス を 受 け る こ と が で き,外 来 患 者 と して

NHS病 院 に ア ポ イ ン1・メ ン1・が 取 れ た 場 合 は,30分 以 内 に 診 療 が 受 け られ る

こ とに な った 。 そ して,NHS病 院 は こ う した医 療 サ ー ビス の 基 準 の 実 績 に 関

す る評 価 報 告 を毎 年 公 表 しな け れ ば な ら ない こ とが 明 記 され た 。 この よ う にペ

イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター はNHSの 課題 で あ った待 機 期 間 の 短 縮 を謳 う もの で

あ った 。

しか しそ の 一 方 で,ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター はNHS病 院 に と って 非 常 に

高 い ハ ー ドルで あ った。 ペ イ シェ ン ト ・チ ャー タrに 明示 され て い る医 療 サ ー

ビスの 基準 を 実 際 に ク リア しよ うとす れ ば,高 度 な 医療 技 術 に対 応 した医 療 環

境 の み な らず,一 般 治療 の た め の医 療 設 備 を も充 実 さ せ な け れ ば な らな い 。 ま

た,そ う した 医 療 施 設面 で の改 善 だ けで はな く,医 療 ス タ ッフの確 保 も重 要 な

課 題 で あ った 。 優 秀 な 医 師 と看護 婦 を調 達 す るた め に は賃 金 の 上 昇 な どの 労働

環 境 の改 善 に も取 り組 まな けれ ば な らない 。 こ う した 課 題 を追 求 す るた め に は

限 られ た予 算 の 中で 医 療 サ ー ビ スの効 率 化 に取 り組 む 必 要 が あ った 。 保 健 省 は

こ う した 状 況 を打 開 す る に は 医療 サ ー ビ スの 分 野 にPFIを 導 入 し,ペ イ シ ェ

ン ト ・チ ャー ター を実 現 す る手段 と してPFIを 位 置 づ け る こ とが 有 効 で あ る

31)CabinetOffice,Tゐ βα故8π3Ch4r縦1～批p8Yε偽0ア'.HMSO,1996,p、6,
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と判断 した。保健省がPFIに 対する取 り組みの中で中軸 に据えられたのが

ダー トフォー ドPFI病 院プロジェクトであった。

医療分野にPFIを 導入することで医療サービスを効率化するという政策ア

プローチに関して,し か しなが ら,保 健省とPFIの 推進主体である大蔵省 と

のスタンスは決定的に異なっていた。大蔵省側のスタンスは,PFIの 基本的

理念を確実に実現すべ きであるというものである。第1節 で述べたようにPFI

は民間事業者が公共サー ビスを提供 し,こ れを政府が料金支払いを媒介に統制

す ることを基本的理念としている。大蔵省は,医 療分野におけるPFIの 厳格

な実現 とは,医 療サービスも民間事業者が提供し,そ れを保健省とNHSト ラ

ストが管理するという形態であ り,ダ ー トフォー ドPFI病 院プロジェク トで

もこうした形態を目指すべきであると主張 した、,

こうした大蔵省のスタンスに対 して,保 健省は従来からい くつかの代案を提

示するにとどまっていた。一例を挙げれば,心 臓のバイパス手術が必要な患者

のような緊急を要する患者の手術待機期間と手術待機患者数がが一定の限度を

超えた場合に,NHSト ラストが契約 した民間事業者に当該手術を委託する代

案である。 しか し,そ もそも効率性が低いとの指摘が多い保健省に対す る大蔵

省の信頼は乏 しく,保 健省は大蔵省の医療サービスにもPFIを 導入せよとの

スタンスに対抗で きる,PFI導 入のための独自の論理 を組み立ることがで き

ずにいた。

保健省のPFIに 対する明確な方針が不在 しているために,医 療分野は1992

年にPFIが 提唱されて以降,そ の導 人がもっとも困難な分野の一つ となって

いた。大蔵省がPFIの 導入を打ち出した1992年 当初からしばらくは,他 の分

野でもPFIの 導入に成功 した事例は皆無に等 しかったが,こ うした状況の中

で保健省はPFIの 理念 と意味を理解 しながらも,実 際にPFIを 導入する段 に

なると及び腰になっていた。保健省のスタンスが定まらないその一方で,同 省

のPFI導 入への取 り組みは続 けられ,そ の過程で多 くの時間とコス トが費や

された。92年 のPFI導 人検討開始か ら96年までの期間において30の プロジェ
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ク トが 検 討 され,1億 ポ ン ドの コ ス トがつ ぎ込 ま れ た 。 しか し,実 際 にPFI

に関 す る契 約締 結 まで 進 ん だ案 件 は1つ もな く,医 療 分 野 に お け るPFI導 入へ

の努 力 は水 の 泡 とな って しま った の で あ る。

と ころ が,ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター 策 定後 は これ を遵 守 す る こ とが 保 健 省

のPFIに 対 す る基 本 的 ス タ ンス とな っ た。 ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター は 国 民

が 医 療 サ ー ビス を受 け る権 利 と政 府 が 国 民 に 医 療 サ ー ピス を提 供 す る義 務 を策

定 した もの で あ るか ら,医 療 当局 で あ る保 健 省 が 国 民 に 医療 サ ー ビス を提 供 す

る責 任 を負 って い る こ とを示 してい る。 した が って,保 健省 は,医 療 サ ー ビ ス

本 体 に はPFIは 導 入 せず に,あ くまで これ は保 健 省 が 責 任 を も って 提 供 す べ

きで あ る と主 張 した 。

保 健 省 が 医 療 サ ー ビ スに対 す る責 任 を果 た す た め に必 要 な 装 置 と して位 置 づ

け た の がFMサ ー ビス の導 人で あ っ た,、ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク

トで は,医 療 サ ー ビ スで あ る臨床 サ ー ピス と病 院 施 設 の 維 持 管 理 サ ー ビス で あ

るFMサ ー ビスが 明確 に分 け られ、 後 者 のFMサ ー ビス をPFIプ ロ ジ ェ ク ト

の対 象 と して い る。 す なわ ち,保 健 省 は医 療 サ ー ビ ス とい う公 共 サ ー ビス に お

い て 本 質 的 な部 分 は臨床 サ ー ビスで あ る と規 定 し,こ の臨 床 サ ー ビスを 責 任 を

も って 国民 に提 供 す る こ とが 自 らの役 割 で あ る と規 定 した ので あ る。

このFMサ ー ビ ス の 導 入 に よっ て ダー トフ ォー ドNHSト ラ ス トは,臨 床

サ ー ビ ス の提 供 に専 門 化 して 業 務 を 行 う こ とが で き,ペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー

ター に お い て提 示 され た国 民 が 臨床 サ ー ビス を享 受 す る機 会 の保 障,と りわ け

患 者 の 入 院 ・手術 待 機 期 間 の短 縮 に取 り組 む こ とが 可能 に な っ た。 これ は,従

来 は ダー トフ ォー ド ・ トラ ス トが 臨 床 サ ー ビス とFMサ ー ビ ス と の双 方 を公

共 サ ー ビス と して提 供 して い た の に対 し,PFI下 で は 公 共 サ ー ビ ス は 本 質 的

に は臨 床 サ ー ビ スで あ り,FMサ ー ビ スは これ を提 供 す る手 段 あ る い は これ を

支 え る基 盤 と認識 さ れ る よ うに な った こ と を意 味 して い る。端 的 に 言 え ば,公

共 サ ー ビス と して の医 療 サ ー ビス がPFIを 媒 介 と して よ り本 質 的 な 臨 床 サ ー

ビス と して 定 義 づ け られ た の で あ る。 この よ う に,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院
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プ ロ ジェ ク トに お け るFMサ ー ビス の 導 入 過 程 は,FMサ ー ビ ス に つ い て は

保 健 省 と ダー トフ ォー ド,一トラ ス トとが 業 務 を 手放 して い く過 程 で あ る と同時

に,臨 床 サ ー ビ不 に対 して は保 健 省 とダー トフ ォー ド ・トラス トとの役 割 が 明

確 化 さ れ て い く過 程 で あ った 。

NAOは ダー トフ ォー ドPF1病 院 プ ロ ジ ェ ク トをPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トの

成 功 モ デ ル と して 評 価 して い る,,こ れ は,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 が 着 工 か

ら38ヶ 月で 完 成 し開業 した こ とに起 因 して い る。38ヶ 月 とい う期 間 は,従 来 の

財 政 資 金 に よ る病 院建 設 の場 合 に一 般 的 に想 定 さ れ て い る66ヶ 月 よ り も28ヶ 月

も早 期 に完 成 した こ と に な る。 ダー トフ ォー ドPFI病 院 が これ ほ ど早 期 に完

成 した 要 因 とな った の は,保 健 省 がPFIに 対 す る ス タ ン ス を 明確 に した こ と

で あ る。 保 健 省 がPFlを 通 じて 実 現 した い 目標 をペ イ シ ェ ン ト ・チ ャー ター

とい うか た ちで 具 体 化 す る こ とで,民 間事 業 者 も 自 らに 要請 され て い る役 割 が

FMサ ー ビス にあ る こ とが は っ き り した。 この よ う な官 民 両 部 門 がPFlに お

け るお 互 い の持 ち場 を認 識 してい く過 程 が.プ ロ ジ ェ ク トに 関す る 交 渉か ら契

約締 結 ま で の 進 展 を円 滑 に した ので あ る。NAOは,こ の 点 に加 え て,ダ ー ト

フ ォー ドPFI病 院 は 早 期 の完 成 に よ り地 域 住 民 が 医療 サ ー ビス を 享 受 で き る

機 会 を増 大 させ る とい う社 会 的便 益 を牛 み 出 した と コ メ ン トして い る3牙,。

ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク1・に お け るFMサ ー ビス の 導 入 は,保

健 省 な らび に大 蔵 省 に お い て も高 い 評 価 を受 け て い る。 保 健 省 は,こ のPFI

病 院 プ ロ ジェ ク ト第1号 の経 験 を盛 り込 ん だ ガ イ ダ ンス を新 規 に発 行 した 。例

え ば,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トに関 す る契 約 が 締 結 さ れ た 翌 年

の1998年 に発 行 さ れ た 凸加 αご2盈η4'～661η漉α置'η8i,～1〉4≠i。ノ～α!H6α 」≠h5餓,ゴ〆{}

は,医 療 分 野 に お け るPFIに 関 す る標 準 的 な ガ イ ダ ン スで あ る が,こ の 中で

はFMサ ー ビス の導 入 が 医 療 分 野 に お け るPFIプ ロ ジ ェ ク トの 雛 形 と して扱

わ れ て い る。 一一方 で.大 蔵 省 は ダー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トに よ っ

32)NAO,ψ`ど'..PP,4-5.

33)NHS,∫ 》 マ惚躍 聾"酬081漉`'`～ 々w加N``ご ご`"1"'H8``〃h旋 π'i`ζTheSしaLioneryOffice、1998,
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て習得した教訓に基づいて,PFI導 入に際 してはFMサ ービスの導入を最優

先検討事項の1つ とするよう各省庁に通達 している34》。保健省 と大蔵省のこう

した動きは,FMサ ービスの導入が医療分野だけでな く,他 の分野にとっても

PFIの 導入を推進する重要な環として位置づけられていることを示 している。

お わ り に

本 稿 で は,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トの ケ ー ス ス タ デ ィを通 じ

て,同 プ ロ ジェ ク トにお い て は 官民 の 間で 次 の よ うな 役 割 分 担 が な さ れ て い る

こ とが 明 らか に な った,,つ ま り,医 療 サ ー ビ ス を 臨床 サ ー ビ ス とFMサ ー ビ

ス と に区 分 し,前 者 を ダー トフ ォー ド ・ トラ ス トが,後 者 を ペ ン トラ ン ドが そ

れぞ れ 担 当 す る とい う役割 分 担 で あ る。 ダー トフ ォー ド ・トラス トは 臨床 サ ー

ビス に専 門 化 す る こ とで 臨床 サ ー ビスの 質 の 向 上 を 目指 す 一 方 で,ベ ン トラ ン

ドは ダ ー トフ ォー ド ・トラス トがそ の 目的 を達 成 で き る よ う病 院施 設 に対 す る

FMサ ー ビ ス を提 供 す る。 ま た,ダ ー トフ ォー ドPFI病 院 プ ロ ジ ェ ク トの 成

功 は,官 民 の 役割 分担 の 明確 化 と強 く関 連 して い る こ と も示 さ れ た 。 こ こで重

要 な点 は,保 健 省 と ダー トフ ォー ド ・トラ ス トの側 のPFIに 対 す る ス タ ンス

の明 確 化 で あ った 。 医療 サ ー ビスの うち臨 床 サ ー ビ スを 自 らの責 任 と規 定 し,

これ を 支 え る イ ン フ ラで あ るFMサ ー ビス はペ ン トラ ン ドに委 託 す る と い う

役 割 分 担 が 同 プ ロ ジ ェ ク トの成 功 へ と結 び つ い た 。

本 稿 に お け る以 上 の 分 析 は,PF1プ ロ ジ ェ ク トの 実 態 を把 握 す る こ と を 目

指 した 結 果 で あ る,,一 般 に散 見 さ れ る ケ ー ス ス タデ ィは,NAOの 報 告 書 に 引

きず られ るか た ち で,会 計 上 の コ ス ト分 析 をす る議 論 が 中 心 で あ る,、そ こで は,

と もす れ ばPFIプ ロ ジ ェ ク トを コ ス ト面 か ら の み と ら え る 議 論 に 集 中 し,

PFIプ ロ ジ ェ ク トが もつ そ れ 他 の 意 義 に つ い て 十 分 な 関 心 が 払 わ れ て こ な

か った 。 そ の た め 本稿 で は,コ ス トに関 す る側 面 を 意識 的 に捨 象 して筆 を進 め

て きた 、1しか しな が ら,こ れ はPFIプ ロ ジ ェ ク トに 対 す る コ ス ト分 析 は不 要

34)NAO,o吟`鉱,p,26.p…5ra.1.38.
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で あ る と言 って い るわ け で は な い こ とを確 認 して お きた い 。 コ ス ト分 析 の結 果

はPFIプ ロ ジ ェ ク トの現 実 の 一 部 を反 映 して い るの だ か ら,PFIを 総 体 的 に

把 握 す るた め に は必 須 の作 業 で あ るが,こ の点 につ い て は 次稿 の課 題 と した い 。


